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ｋ_roren@ybb.ne.jp 

 

093-921-0747 

雨
あ
が
り 

 

「
知
恵
の
文
殊
様
」
と
し
て
地

元
に
親
し
ま
れ
て
い
る
築
上
の
正

光
寺
境
内
で
白
い
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
が

見
頃
で
約
一
万
本
ほ
ど
あ
る
と
言

う
の
で
出
か
け
た
。
毎
年
「
白
い

彼
岸
花
祭
り
」
を
し
て
い
る
が
昨

年
、
今
年
と
祭
り
は
中
止
と
新
聞

記
事
に
あ
っ
た
。
赤
い
花
の
中
に

白
い
花
が
ち
ら
ほ
ら
は
ふ
つ
う
だ

が
こ
こ
は
逆
で
赤
は
わ
ず
か
で
オ

レ
ン
ジ
は
初
め
て
見
た
。
人
出
は

わ
ず
か
で
ゆ
っ
く
り
見
て
回
れ

た
。
白
と
言
う
よ
り
ク
リ
ー
ム
色

で
群
生
し
て
る
花
は
見
ご
た
え
が

あ
る
。
近
く
に
「
日
本
三
大
楠
」

が
あ
る
と
看
板
が
あ
っ
た
の
で
そ

ち
ら
に
行
く
。
樹
齢
二
、
九
〇
〇

余
年
幹
回
り
が
す
ご
い
。
ぜ
っ
た

い
空
洞
が
あ
る
と
思
い
一
回
り
、

や
っ
ぱ
り
一
〇
人
ぐ
ら
い
入
る
ほ

ど
で
二
股
の
柱
四
ヶ
所
で
支
え
ら

れ
て
い
た
。
囲
い
が
あ
っ
て
樹
に

近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、
樹
は

高
く
高
く
先
端
が
見
え
な
い
ほ

ど
、
楠
の
樹
は
雄
々
し
い
。
江
戸

時
代
に
火
災
に
あ
い
地
上
四
～
五

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
下
の
景
色
と
上

の
景
色
は
ま
っ
た
く
違
う
、
よ
く

も
生
き
残
っ
た
も
の
だ
。
（
小
） 

 

昨
年
の
安
倍
前
首
相
に
続
き
菅

首
相
も
こ
の
時
期
退
陣
を
表
明
し

ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
に
対
す
る
無
為

無
策
、
自
宅
待
機
と
い
う
自
宅
放

置
に
よ
る
死
者
の
増
加
な
ど
批
判

に
さ
ら
さ
れ
退
陣
に
追
い
込
ま
れ

た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
マ
ス
コ
ミ
は
、
一
政
党

の
党
首
選
び
を
連
日
報
道
し
、
総

選
挙
の
宣
伝
を
買
っ
て
出
る
よ
う

な
始
末
で
す
。
報
道
の
公
平
性
が

問
わ
れ
ま
す
。 

 

北
九
州
地
区
労
連
第
３
３
回
定

期
大
会
は
、
９
月
１
９
日
（
日
）

１
３
時
１
５
分
か
ら
市
立
生
涯
学

習
総
合
セ
ン
タ
ー
で
代
議
員
３
１

人
委
任
１
３
人
、
役
員
な
ど
２
１

人
合
計
５
２
人
が
参
加
し
開
催
し

ま
し
た
。 

 

昨
年
に
引
き
続
き
コ
ロ
ナ
対
策

と
し
て
来
賓
・
傍
聴
と
も
に
参
加

を
遠
慮
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

今
年
は
、
ほ
ぼ
例
年
通
り
、
議

案
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。
休
憩

を
短
時
間
は
さ
み
、
発
言
通
告
の

あ
っ
た
８
人
の
代
議
員
か
ら
発
言

（
次
頁
参
照
）
が
あ
り
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
職
場

や
裁
判
で
奮
闘
す
る
組
合
員
の
み

な
さ
ん
の
提
案
に
対
す
る
補
強
意

見
で
し
た
。 

 

そ
の
後
争
議
団
の
中
村
議
長
か

ら
北
九
州
で
た
た
か
わ
れ
て
い
る

争
議
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

幹
事
会
の
答
弁
の
後
、
第
１
号

議
案
２
０
２
０
年
経
過
報
告
、
第

２
号
議
案
２
０
２
０
年
決
算
報
告

は
拍
手
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
第

３
号
議
案
２
０
２
１
年
度
方
針

（
案
）
、
第
４
号
議
案
秋
季
年
末
闘

争
方
針
（
案
）
、
第
５
号
議
案
２
０

２
１
年
度
予
算
（
案
）
、
第
６
号
議

案
大
会
運
営
規
則
改
正
（
案
）
は

挙
手
に
よ
る
採
決
を
行
い
、
い
ず

れ
も
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
ま
し

た
。 

 

ス
ロ
ー
ガ
ン
（
案
）
は
大
場
幹

事
が
、
大
会
宣
言
（
案
）
は
今
泉

事
務
局
次
長
が
読
み
上
げ
て
提
案

し
ま
し
た
。
満
場
の
拍
手
で
採
択

さ
れ
ま
し
た
。 

 

２
０
２
１
年
度
の
役
員
選
挙

は
、
す
べ
て
の
役
職
に
つ
い
て
定

数
内
の
立
候
補
で
、
信
任
の
確
認

が
行
わ
れ
、
全
員
が
信
任
さ
れ
ま

し
た
。 

 

北
九
州
地
区
労
連
は
、
こ
の
定

期
大
会
で
決
定
し
た
方
針
に
則

り
、
総
選
挙
で
立
憲
主
義
を
と
り

も
ど
し
、
全
力
を
あ
げ
て
奮
闘
す

る
決
意
を
固
め
合
い
ま
し
た
。 

  

第
３
３
回 

北
九
州
地
区
労
連
定
期
大
会
開
催 

い
ま
、
と
も
に
た
た
か
お
う
！
政
治
の
労
働
者
・
国
民
本
位
の
転
換
で
、
憲
法
を
く
ら
し

の
す
み
ず
み
に
生
か
し
た
誰
も
が
安
心
し
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
！ 
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健
和
会
労
働
組
合 

細
川 

代
議
員  

 

「
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護

の
実
現
と
国
民
の
い
の
ち
と
健
康

を
守
る
た
め
の
国
会
請
願
署
名
」
、

通
称
「
い
の
ち
署
名
」
に
秋
闘
期

か
ら
今
年
５
月
に
か
け
て
取
り
組

ん
だ
。
市
内
１
５
０
カ
所
の
公
営

住
宅
へ
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
展
開
。

２
８
０
０
０
部
の
署
名
用
紙
を
配

布
し
、
１
８
７
１
筆
の
返
送
が
あ

っ
た
。
直
接
事
務
所
に
激
励
の
電

話
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
、
大

変
励
ま
さ
れ
た
。
２
０
２
１
年
度

版
「
新
・
い
の
ち
署
名
」
に
重
点

的
に
取
り
組
み
ま
す
。
皆
さ
ん
協

力
を
。 

 

Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ

鉄
鋼
支
部 

香
川 

代
議
員  

 

「
光
和
精
鉱
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア

ー
巻
き
込
ま
れ
裁
判
支
援
」
の
訴

え
。
２
０
０
８
年
４
月
６
日
仕
事

中
に
被
災
し
た
。
神
経
叢
が
抜
け

る
複
雑
骨
折
で
、
筋
肉
移
植
手
術

も
し
、
２
年
半
休
業
治
療
。
右
腕

機
能
は
全
廃
し
、
労
災
障
害
６
等

級
に
認
定
。
復
職
し
た
が
痛
み
が

激
し
く
鎮
痛
剤
の
副
作
用
で
十
分

働
け
な
か
っ
た
。
損
害
賠
償
訴
訟

を
地
裁
に
し
た
。
判
決
は
使
用
者

の
責
任
は
な
い
と
請
求
棄
却
。
組

合
に
加
入
し
、
支
援
す
る
会
を
立

ち
上
げ
、
現
在
控
訴
審
第
１
回
が

行
わ
れ
た
。
署
名
の
協
力
を
。 

 

全
教
北
九
州 

中
川 

代
議
員  

 

昨
年
４
０
年
ぶ
り
に
小
学
校
全

学
年
で
３
５
人
学
級
が
実
現
。
し

か
し
１
年
ご
と
に
学
年
を
増
や
す

も
の
。
北
九
州
市
で
は
今
年
度
、

国
に
先
駆
け
全
学
年
で
実
施
。
署

名
協
力
の
お
か
げ
と
感
謝
。
コ
ロ

ナ
禍
の
学
校
に
つ
い
て
、
３
５
人

学
級
で
も
蜜
。
も
し
、
一
人
で
も

陽
性
者
が
登
校
し
て
い
た
場
合

は
、
学
級
閉
鎖
と
し
、
そ
の
学
級

全
員
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
実
施
。
こ
れ

も
第
一
波
か
ら
の
要
求
実
現
。
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
も
大
変
、
運
動
会
、

修
学
旅
行
な
ど
の
行
事
は
延
期
、

見
直
し
な
ど
大
幅
な
変
更
。
市
の

人
勧
は
一
時
金
０
．
１
５
月
引
き

下
げ
を
答
申
。
平
均
で
６
万
円
も

の
減
収
。
業
務
が
増
え
て
い
る
の

に
、
残
念
！ 

 

地
域
ユ
ニ
オ
ン 

増
田 

代
議
員  

 

北
九
州
埠
頭
に
対
し
、
合
理
的

理
由
の
な
い
不
当
な
雇
止
め
を
撤

回
す
る
よ
う
、
小
倉
地
裁
に
係
争

中
。
昨
年
９
月
末
か
ら
お
互
い
の

主
張
を
文
書
で
裁
判
所
へ
提
出
。

前
回
第
６
回
期
日
は
、
会
社
の
主

張
は
事
実
で
な
い
旨
の
反
論
を
証

拠
と
と
も
に
提
出
。
裁
判
も
い
よ

い
よ
大
詰
め
。
引
き
続
き
支
援

を
！
裁
判
に
勝
っ
て
職
場
に
戻
り

た
い
。
経
過
『
同
じ
事
務
所
で
働

く
嘱
託
職
員
が
い
き
な
り
休
職
扱

い
さ
れ
た
こ
と
、
有
給
休
暇
を
取

り
下
げ
ら
れ
た
こ
と
等
に
つ
い
て

所
長
に
、
取
締
役
に
説
明
を
求
め

た
。
そ
の
こ
と
で
注
意
書
を
渡
さ

れ
た
。
組
合
加
入
し
団
体
交
渉
で

撤
回
、
改
善
を
求
め
た
。
２
０
２

０
年
２
月
雇
止
め
の
通
知
を
受
け

る
。
』 

福
建
労
北
九
州
支
部 

川
上 

代
議
員  

 

「
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
」
の
た
た

か
い
、
一
年
で
大
き
く
前
進
。
５

月
１
７
日
最
高
裁
は
神
奈
川
、
東

京
、
京
都
、
大
阪
の
訴
訟
に
つ
い

て
、
国
と
建
材
メ
ー
カ
ー
の
責
任

を
認
め
る
判
決
。
１
３
年
に
渡
る
、

全
国
の
仲
間
の
力
で
勝
ち
取
っ
た

歴
史
的
成
果
。
署
名
、
カ
ン
パ
な

ど
協
力
に
感
謝
。
首
相
が
政
府
を

代
表
し
て
謝
罪
、「
す
べ
て
の
建
設

ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
の
和
解
と
未
提

訴
被
害
者
の
救
済
」
を
表
明
。
厚

労
大
臣
と
「
統
一
和
解
と
被
害
者

救
済
制
度
を
定
め
た
基
本
合
意
」

を
締
結
。
「
建
設
石
綿
給
付
金
法
」

が
成
立
。
一
方
「
屋
外
作
業
者
」「
期

間
で
の
就
労
が
な
い
被
害
者
」
は

切
り
捨
て
。「
全
面
解
決
」
へ
引
き

続
き
協
力
を
！ 

 

市
職
労 

永
野 

代
議
員  

 
コ
ロ
ナ
禍
の
公
務
労
働
に
つ
い

て
。
保
健
所
の
長
時
間
労
働
問
題
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
担
当
３
０
０
時
間

超
も
。
予
約
が
取
れ
ず
、
職
員
は

陳
謝
、
メ
ン
タ
ル
を
…
。
第
５
波

で
対
応
で
き
な
い
陽
性
者
数
。
必

要
な
職
員
の
確
保
を
。 

人
間
ら
し
く
働
く
た
め
の
九
州

セ
ミ
ナ
ー
ｉ
ｎ
北
九
州
１
０
月
９

日
（
土
）・
１
０
日
（
日
）
Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
配
信
、
ぜ
ひ
登
録
を

３
０
日
前
に
！ 

 

地
域
ユ
ニ
オ
ン 

野
北 

代
議
員  

戸
畑
区
に
あ
る
建
設
機
械
を
リ

ー
ス
す
る
ビ
ナ
ン
北
九
州
営
業
所

で
総
務
・
経
理
の
職
員
。
所
長
に

よ
る
パ
ワ
ハ
ラ
行
為
解
決
の
た
め

２
０
１
８
年
７
月
組
合
加
入
。
理

不
尽
な
叱
責
、
差
別
、
減
給
、
退

職
へ
の
追
い
込
み
等
。
団
体
交
渉

の
結
果
、
会
社
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
認
め
、
謝
罪
・
合
意
書
の
取
り

交
わ
し
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
今
後

起
き
な
い
よ
う
に
す
る
と
約
束
。

と
こ
ろ
が
、
所
長
は
人
間
関
係
か

ら
の
切
り
離
し
な
ど
別
の
パ
ワ
ハ

ラ
行
為
を
。
コ
ロ
ナ
を
理
由
と
し

た
団
体
交
渉
逃
れ
も
。
県
労
働
委

員
会
へ
あ
っ
せ
ん
申
請
。
合
意
。

代
議
員
の
発
言 
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前
代
表
取
締
役
の
死
去
に
伴
い
新

代
表
取
締
役
と
の
団
体
交
渉
実

現
。
解
決
ま
で
頑
張
る
。 

 

郵
政
ユ
ニ
オ
ン 

松
野 

代
議
員 

 

毎
年
３
月
に
ス
ト
ラ
イ
キ
実

施
、
支
援
に
感
謝
。
全
逓
の
変
質
、

郵
産
労
設
立
、
地
区
労
連
加
盟
。

来
月
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
な
ど

正
規
・
非
正
規
の
格
差
是
正
を
求

め
た
「
２
０
条
裁
判
」
の
判
決
。

４
０
万
人
の
労
働
者
中
２
０
万
人

が
非
正
規
。
来
年
も
３
月
に
ス
ト

を
実
施
。
積
極
的
な
発
言
を
！
引

き
続
き
の
支
援
を
！ 

 

念
し
た
い
と
自
民
党
総
裁
選
に
出

な
い
と
表
明
し
ま
し
た
が
、
コ
ロ

ナ
対
策
で
の
無
策
ぶ
り
に
国
民
か

ら
見
放
さ
れ
た
こ
と
が
一
番
の
要

因
で
、
私
た
ち
の
運
動
が
菅
内
閣

の
支
持
率
急
降
下
に
追
い
込
ん
だ

成
果
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

わ
た
し
た
ち
は
、
市
民
の
い
の

ち
を
守
る
た
め
に
は
、
医
療
や
公

衆
衛
生
体
制
の
充
実
が
必
要
と

「
い
の
ち
ま
も
る
請
願
署
名
」
を

取
り
組
み
ま
し
た
。
昨
年
秋
か
ら

約
８
ケ
月
で
６
５
万
の
署
名
と
１

３
５
人
の
国
会
議
員
が
紹
介
議
員

と
な
り
、
自
治
体
決
議
も
２
２
８

と
大
き
な
運
動
を
展
開
し
ま
し

た
。 し

か
し
、
菅
政
権
は
、
感
染
症

対
応
の
医
療
体
制
を
強
化
す
る
ど

こ
ろ
か
、「
病
床
削
減
の
推
進
」
や

「
過
労
死
ラ
イ
ン
の
二
倍
の
あ
た

る
医
師
の
長
時
間
労
働
容
認
」「
高

齢
者
医
療
費
の
２
倍
化
」
等
の
悪

法
を
強
行
し
ま
し
た
。 

 

い
ま
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
感
染
し
て
も
、
病
院
で
の
治
療

が
受
け
ら
れ
ず
命
を
落
と
す
人
が

後
を
絶
た
な
い
、
そ
う
し
た
報
道

が
連
日
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
さ
に
医
療
崩
壊
が
起
き
て
い

る
の
で
は
、
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

自
治
体
の
状
況
で
い
え
ば
、
大

阪
の
死
者
は
、
東
京
を
上
回
り
、

全
国
最
多
で
す
。 

 

こ
れ
は
、
大
阪
維
新
の
会
が
自

治
体
病
院
や
保
健
所
な
ど
福
祉
施

策
を
大
幅
に
削
減
し
た
こ
と
が
感

染
症
対
応
を
難
し
く
し
た
と
元
橋

下
代
表
も
認
め
て
い
ま
す
。 

医
療
提
供
体
制
は
、
病
床
数
だ

け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医

師
・
看
護
師
の
不
足
が
大
き
な
要

因
で
も
あ
り
ま
す
。 

感
染
が
収
束
し
て
い
な
い
も
と

で
医
療
体
制
を
拡
充
さ
せ
る
手
立

て
を
講
じ
る
こ
と
は
、
極
め
て
常

識
的
な
対
策
で
す
が
、
菅
政
権
は

感
染
爆
発
の
さ
な
か
に
「
病
床
削

減
推
進
法
」
を
強
行
し
た
り
、
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
を
優
先
し
た
り
と

「
い
の
ち
」
よ
り
も
「
儲
け
」
を

優
先
さ
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

わ
た
し
た
ち
は
、「
い
の
ち
・
く

ら
し
を
守
り
、
大
幅
賃
上
げ
を
実

現
」
す
る
た
め
に
も
迫
る
衆
議
院

選
挙
・
総
選
挙
で
国
民
の
「
命
を

守
る
政
権
」
へ
の
転
換
を
求
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
労
働
者
の
失
業
や

解
雇
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。 

雇
用
不
安
が
増
大
す
る
中
、
今
、

地
区
労
連
の
役
割
が
重
要
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。 

不
当
な
雇
止
め
で
は
、
北
九
州

埠
頭
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。 

い
よ
い
よ
増
田
さ
ん
の
裁
判
も

佳
境
に
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

何
と
し
て
も
裁
判
を
勝
利
に
導

く
た
め
に
、
み
な
さ
ん
の
引
き
続

き
の
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。 

６
月
の
市
議
会
で
「
全
国
一
律

最
低
賃
金
制
度
の
段
階
的
な
実
施

を
求
め
る
意
見
書
」
が
圧
倒
的
多

数
の
賛
成
で
可
決
・
採
択
さ
れ
ま

し
た
。
連
合
自
治
労
や
北
九
州
共

闘
な
ど
多
様
な
労
働
組
合
と
連
携

し
て
運
動
を
取
り
組
ん
で
き
た
成

果
で
す
。 

こ
う
し
た
広
範
な
運
動
を
基
礎

に
秋
の
取
組
か
ら
春
闘
に
か
け
、

コ
ロ
ナ
危
機
だ
か
ら
こ
そ
、
賃
上

げ
で
地
域
経
済
を
元
気
に
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
景
気
回
復
の

一
番
は
、
個
人
消
費
の
拡
大
が
必

要
と
の
声
を
市
民
に
届
け
運
動
を

大
き
く
広
げ
ま
し
ょ
う
。 

総
選
挙
が
目
前
に
迫
っ
て
い
ま

す
。
本
日
の
大
会
が
北
九
州
地
区

の
労
働
者
の
権
利
を
守
る
た
た
か

い
を
大
き
く
広
げ
る
と
と
も
に
、

コ
ロ
ナ
を
早
期
に
収
束
さ
せ
、
だ

れ
も
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で

き
る
、
政
策
実
現
の
た
め
に
も
野

党
共
闘
を
前
進
さ
せ
、
労
働
者
・

国
民
の
願
い
が
届
く
政
治
へ
転
換

す
る
大
き
な
議
論
の
場
と
な
る
こ

と
を
祈
念
し
、
執
行
部
を
代
表
し

て
の
あ
い
さ
つ
と
し
ま
す
。 

 

地
区
労
連
定
期
大
会 

あ
い
さ
つ 

 

北
九
州
地
区
労
連
第
３
３
回
定

期
大
会
参
加
の
み
な
さ
ん
、
長
引

く
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
労
働
者
の
権

利
を
守
る
た
め
に
奮
闘
し
、
地
区

労
連
の
運
動
を
進
め
て
い
た
だ
い

て
い
る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
敬

意
を
表
し
ま
す
。 

菅
首
相
は
、
コ
ロ
ナ
対
策
に
専

 

最賃上げろ全国一斉行動 

９月３０日（木） 
 

毎年行っている「最賃上げろ全国一斉行動」は、

9 月３０日（木）夕方、１８時から小倉駅頭で 

行います。ご参加をお願いいたします。 
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前
回
は
、「
労
働
者
」
と
は
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し

た
。
労
働
契
約
は
、「
労
働
者
」
は
、

「
労
働
契
約
」
に
基
づ
い
て
労
務

を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
働
い
て
い
る
人
全
員
が
「
労

働
者
」
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
請

負
契
約
」
な
ど
の
別
の
契
約
で
あ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、

「
労
働
契
約
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

労
働
契
約
と
は
、
「
労
働
契
約

は
、
労
働
者
が
使
用
者
に
使
用
さ

れ
て
労
働
し
、
使
用
者
が
こ
れ
に

対
し
て
賃
金
を
支
払
う
こ
と
に
つ

い
て
、
労
働
者
及
び
使
用
者
が
合

意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す

る
。
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
労
働
契

約
法
６
条
）
。
労
働
契
約
に
は
、
①

労
働
者
が
使
用
者
の
指
揮
命
令
に

従
っ
て
労
働
す
る
義
務
を
負
う
こ

と
、
②
労
務
提
供
と
賃
金
の
支
払

い
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
と
い
う

継
続
的
な
契
約
で
あ
る
こ
と
、
③

使
用
者
の
指
揮
命
令
に
従
っ
て
、

労
働
者
自
ら
が
労
務
を
提
供
す
る

こ
と
、
④
労
働
契
約
自
体
は
使
用

者
と
労
働
者
個
人
で
結
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
就
業
規
則
等
に
よ

っ
て
集
団
的
に
定
め
ら
れ
る
こ

と
、
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
り
ま
す
。 

 

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
労
働

者
は
労
務
の
具
体
的
な
内
容
・
方

法
・
場
所
等
に
つ
い
て
使
用
者
の

指
揮
命
令
に
従
っ
て
労
働
す
る
義

務
を
負
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
点
か
ら
使
用
者
と
の
関

係
で
不
利
な
立
場
と
な
る
と
考
え

ら
れ
、
労
働
者
の
保
護
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

②
に
つ
い
て
は
、
正
社
員
と
も

な
れ
ば
定
年
ま
で
数
十
年
間
に
わ

た
り
労
働
契
約
が
続
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
労
働
者
は
、
労
働
契
約

に
基
づ
き
給
与
を
得
る
こ
と
で
生

活
を
し
て
お
り
、
生
活
の
基
盤
と

な
る
こ
と
か
ら
、
雇
用
の
保
証
が

重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

③
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
自

ら
労
務
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
労

務
の
提
供
に
多
く
の
時
間
を
費
や

し
、
身
体
的
・
精
神
的
負
担
と
切

り
離
す
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
労
務
提
供
の
内
容
に

よ
っ
て
、
労
働
者
の
身
体
・
精
神
・

家
庭
環
境
な
ど
に
も
か
か
わ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
労
働
者
の

生
命
や
健
康
を
守
る
た
め
に
保
護

が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。 

 

④
に
つ
い
て
は
、
組
織
の
中
で

個
々
人
に
別
内
容
の
契
約
を
定
め

る
こ
と
は
現
実
的
に
難
し
い
こ
と

か
ら
、
集
団
的
に
定
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
職
場
の

秩
序
や
規
律
を
順
守
す
る
よ
う
に

義
務
付
け
も
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
も
っ
と
も
、
無
制
限
な
規

律
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の

点
で
も
法
的
な
規
制
が
な
さ
れ
る

べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
労
働
契
約
に

は
４
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
か
ら
、
労

働
者
の
保
護
の
た
め
一
定
の
規
制

が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

 

次
回
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
規

制
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体

的
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 

～
お
ま
け
～ 

 
 

最
近
、
残
業
代
請
求
の
事
件

を
手
掛
け
る
こ
と
が
何
度
か
あ

り
ま
し
た
。
最
近
は
、「
固
定
残

業
代
」
が
流
行
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。「
固
定
残
業
代
」
は
、
残

業
代
の
上
限
を
定
め
る
こ
と
が

出
来
る
制
度
だ
、
と
い
う
風
に

理
解
す
る
雇
用
主
も
多
い
よ
う

で
す
が
、
通
常
通
り
残
業
代
を

計
算
し
て
固
定
残
業
代
の
額
を

超
え
た
際
は
、
差
額
を
請
求
で

き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

点
の
理
解
な
く
、
固
定
残
業
代

を
採
用
さ
れ
、
労
働
時
間
が
長

時
間
に
及
ぶ
の
に
残
業
代
が
正

当
に
払
っ
て
も
ら
え
て
い
な
い

労
働
者
の
方
も
多
い
よ
う
で
す

（
固
定
残
業
代
だ
か
ら
当
然
、

と
思
っ
て
い
る
労
働
者
の
方
も

多
い
よ
う
で
す
が
。
）
。 

 
 

固
定
残
業
代
に
対
す
る
誤
解

が
な
く
な
る
と
い
い
な
ぁ
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

 


